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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に結合した少なくとも２つの機能的な領域（２ａ，２ｂ）を含み、第１の領域（２
ａ）が多孔質構造を有し、第２の領域（２ｂ）が安定化ゾーンとして、前記第１の領域（
２ａ）を被覆する被覆体として形成されており、前記第１の領域（２ａ）が前記第２の領
域（２ｂ）より低い引張係数を有し、全体で１ＧＰａ未満の曲げ弾性率を有し、前記被覆
体が坪量１～１００ｇ／ｍ２を有するガス拡散層（２）であって、前記安定化ゾーンが、
前記ガス拡散層が圧縮された際に当該ガス拡散層の形状を安定化させる、ガス拡散層。
【請求項２】
　前記第１の領域（２ａ）が前記第２の領域（２ｂ）より高い圧縮率を有する、請求項１
に記載のガス拡散層。
【請求項３】
　前記第１の領域（２ａ）の弾性が前記第２の領域（２ｂ）より高い、請求項１または２
に記載のガス拡散層。
【請求項４】
　前記領域（２ａ，２ｂ）が層もしくは平らな層として形成されている、請求項１から３
までのいずれか１項に記載のガス拡散層。
【請求項５】
　前記領域（２ａ，２ｂ）が不織布、織物、編地、格子または網として形成されている、
請求項１から４までのいずれか１項に記載のガス拡散層。



(2) JP 5227792 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

【請求項６】
　前記第１の領域（２ａ）が、炭素繊維を含む不織布として形成されている、請求項１か
ら５までのいずれか１項に記載のガス拡散層。
【請求項７】
　前記不織布が、結合繊維を３０重量％まで含み、坪量３０～３００ｇ／ｍ２を有する、
請求項６に記載のガス拡散層。
【請求項８】
　前記不織布が、流体流によって固化され、カレンダー処理によって圧縮されている、請
求項６または７に記載のガス拡散層。
【請求項９】
　前記不織布が８００～２５００℃で炭化されている、請求項６から８までのいずれか１
項に記載のガス拡散層。
【請求項１０】
　前記第２の領域（２ｂ）が湿式で製作された不織布を含む、請求項１から９までのいず
れか１項に記載のガス拡散層。
【請求項１１】
　前記被覆体が炭化可能な結合剤を含み、当該結合剤が炭化されている、請求項１から１
０のいずれか１項に記載のガス拡散層。
【請求項１２】
　前記被覆体が樹脂および／または熱可塑性材料を含む、請求項１から１１のいずれか１
項に記載のガス拡散層。
【請求項１３】
　前記第２の領域（２ｂ）が、ポリビニルアルコール、カーボンブラック、グラファイト
、金属、炭素繊維または金属繊維を含む、請求項１から１２までのいずれか１項に記載の
ガス拡散層。
【請求項１４】
　曲げ剛性および／または引張係数が、前記第１の領域（２ａ）から前記第２の領域（２
ｂ）に向かって連続的に変化する構造を特徴とする、請求項１から１３までのいずれか１
項に記載のガス拡散層。
【請求項１５】
　請求項１から１４までのいずれか１項に記載のガス拡散層を２つ含む燃料電池であって
、隣接するガス拡散層がそれらの第１の領域（２ａ）で向かい合わせになっており、第２
の領域（２ｂ）が相互に離反するように配向している、燃料電池。
【請求項１６】
　多孔質構造を有する第１の領域（２ａ）に、安定化ゾーンとして形成されている第２の
領域（２ｂ）を配設させる、請求項１から１４までのいずれか１項に記載のガス拡散層の
製造方法。
【請求項１７】
　前記領域（２ａ，２ｂ）を一緒に炭化または黒鉛化する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記領域（２ａ，２ｂ）を、押圧０．１～４０ＭＰａおよび温度２０～４００℃で押し
合わせる、請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の領域（２ａ）に固化を施す、請求項１６から１８までのいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２０】
　少なくとも１つの領域（２ａ，２ｂ）に段階的な熱処理を２５００℃までの温度で施す
、請求項１６から１９までのいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はガス拡散層に関する。さらに、本発明は２つのガス拡散層を含む装置に関し、
最後に、ガス拡散層の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス拡散層は、燃料電池で使用されている。燃料電池の従来の構造は、ガス分配構造を
備えているバイポーラプレート、ガス拡散層および反応層という層の配列を特徴としてい
る。これら層は接触抵抗を最小にするために圧縮される。許容厚みの影響を受けない均一
な圧縮を達成するために、ガス拡散層はできるだけ高い弾性を有することが望ましい。
【０００３】
　しかし、弾力のあるガス拡散層は、燃料電池のガス流路に入り込んでしまう。自動車分
野における燃料電池のガス分配部では、流路の深さは極めて小さく、幅は比較的広い。流
路深さは４００μｍより小さく、流路幅は１０００μｍより大きい。この寸法は、燃料電
池における要求を満たすのに必要なものである。
【０００４】
　導管内の圧力降下は線形的ではなく、導管の半径の４乗の逆数に比例する。したがって
、流路内にガス拡散層がわずかに入り込んだだけで電池内で大きな圧力降下が生じる。結
果として、コンプレッサでの寄生損失により燃料電池の効率が低下してしまう。
【０００５】
　さらに、ガス拡散層の、反応層ないしは流路の領域内の膜にかかる押付け圧は低い。そ
の結果、この領域内での接触抵抗が高められ、これにより、電池の効率はさらに低下する
。
【０００６】
　燃料電池のアノードとカソードとの間での圧力差がある場合、ガス拡散層の撓みも危惧
され得る。このような使用には、したがって、ほとんど例外なく、著しく高い引張係数を
有する炭素繊維紙が用いられる。しかし、使用されるこの紙は、所定の厚みを超えると巻
くことができなくなり、よって、連続的な製造もしくは加工もできなくなる。
【０００７】
　このように、従来技術で公知のガス拡散層は多くの面で欠点を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明の課題は、燃料電池の問題のない運転を、その効率を最適化すると
共に実現するシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、上記課題は特許請求項１の特徴によって解決される。
【００１０】
　その特徴によれば、ガス拡散層は、相互に作用結合した（wirkverbindend）少なくとも
２つの機能的な領域を含み、第１の領域は多孔質構造を有し、第２の領域は安定化ゾーン
として形成されている。
【００１１】
　本発明によれば、まず、ガス拡散層がその効果を最大限に発揮するために異なる機能的
な領域を有する必要があることが明らかとなった。次に、安定化ゾーンを設けておくこと
によって、ガス拡散層が圧縮された場合の、燃料電池のガス流路への押込みが阻止される
ことが明らかとなった。ガス拡散層の接触抵抗を減らすためにガス拡散層に十分に圧力を
かけることができることが巧みな手法で保証され、さらに、ガス拡散層がガス流路に押し
込まれないことが保証される。よって、本発明によるガス拡散層の構造上の形態が燃料電
池の効率を最適化し、かつ燃料電池の問題のない運転が保証される。これにより、冒頭に
記載の課題が解決される。
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【００１２】
　特に有利には、第１の領域は、第２の領域より高い圧縮率を有していてよい。この具体
的な形態により、第１の領域が問題なく圧縮可能であり、第２の領域が高められた安定性
を有することが保証される。この高められた安定性によって、第２の領域がこれに隣接す
る空洞に押し込まれないことが保証される。
【００１３】
　第１の領域は、第２の領域より高い弾性を有するように構成されていてよい。この具体
的な形態によって、第１の領域に押し付けられる不均一部または構造を補償することが可
能となる。その限りでは、第１の領域によって特別な気密性が実現できる。
【００１４】
　第１の領域は、第２の領域より低い引張係数を有していてよい。この形態によって、第
１の領域が第２の領域よりも撓みやすいことが保証される。ガス拡散層は、全体で１ＧＰ
ａ未満の曲げの係数（曲げ弾性率）を有することによって特徴付けられていてよい。この
ような曲げ弾性率を有するガス拡散層は、問題なく巻くことができる。これにより、ガス
拡散層を破損してしまうことなくローラに巻くことができるので、ガス拡散層の連続的な
製造が可能となる。
【００１５】
　これらの領域は、層もしくは平らな層として構成されていてよい。この具体的な形態で
は、問題なく予製造されかつ異なる加工がなされた層を、相互に結合することができる。
その限りでは、各層を様々にかつ互いに別々にパラメータ化することができる。
【００１６】
　これらの領域は、不織布、織物、編地、格子または網として構成されていてよい。これ
らの材料を使用することによって、ガス拡散層に特別な安定性が付与される。さらに、こ
れらの材料は問題なく市場で入手可能なものであり、よって、ガス拡散層の製造が問題な
く実現できる。
【００１７】
　第１の領域は、炭素繊維を含む不織布として構成されていてよい。その場合、この第１
の領域を炭素繊維素材もしくは炭素素材を含む多孔質の不織布として構成することができ
る。第１の領域を織物、編地、格子または網として構成することもできる。炭素繊維の使
用によって、第１の領域に特別な導電性が付与される。
【００１８】
　上記不織布は、結合繊維（Bindefaser）を３０重量％まで含み、３０～３００ｇ／ｍ２

の坪量を有していてよい。結合繊維の使用が３０重量％までであるので、前記のそれぞれ
の領域の所望の機能を有する物理的特性および化学的特性が過度の影響を受けないことが
保証される。この選択された坪量によって不織布の機械的な固化（Verfestigung）が可能
となる。その場合、不織布を高圧流体噴射によって圧力１００～３００バールで機械的に
固化することができる。
【００１９】
　不織布は、流体噴射によって固化もしくはボンディングされ、カレンダー処理によって
圧縮されていてよい。この手段によって、不織布の安定性が特に高められる。さらに、カ
レンダー処理によって、不織布に構造を刻印するかまたは不織布を寸法決めすることがで
きる。
【００２０】
　不織布は、８００～２５００℃で炭化されていてよい。不織布の炭化によって、さらな
る固化が保証される。さらに、この炭化によって不織布の導電性を高めることができる。
【００２１】
　第２の領域は、湿式不織布を含んでいてよい。また、この領域は導電性であってもよい
。この領域は、ガス拡散層全体の安定化に特に寄与するものであって、それ以上の役割を
果たさなくともよい。この領域は、炭素繊維を含んでいてよい。炭素繊維の使用によって
、第２の領域を導電性に構成することができる。
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【００２２】
　第２の領域は、被覆体として構成することができる。被覆もしくはコーティングという
手法によって、第２の領域を特に薄く構成することができる。その限りでは、ガス拡散層
全体の特にコンパクトな構造を実現できる。
【００２３】
　被覆体は、炭化可能な結合剤（karbonisierfaehiges Bindemittel）を含んでいてよい
。炭化可能な結合剤の使用によって、ガス拡散層の安定化が可能となる。
【００２４】
　被覆体は、坪量１～１００ｇ／ｍ２であってよい。この範囲からの坪量を選択すること
によって、ガス拡散層の十分な安定化が保証される。特に、ガス拡散層を破損させずに問
題なく巻くことができることが保証される。被覆体は、樹脂および／または熱可塑性材料
を含んでいてよい。これらの材料は、流通している大抵の繊維材料と結合するので、これ
らの材料を選択することによって問題のない加工性が保証される。特に、被覆体を、第１
の領域の表面の最大１０％が覆われるように薄く塗布することが可能となる。炭化可能な
結合剤としては、コールタール、石油、木材もしくはこれらの混合物からのピッチもしく
はタール、フェノール樹脂、フラン樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン、ポリアクリレー
ト、アクリロニトリルブタジエン、スチレンターポリマー、メラミン樹脂、ヘキサメチレ
ンテトラアミン含有フェノールノボラック、フェノール－エポキシ樹脂前縮合物、記載の
化合物のコポリマー、改質ポリマーまたは混合物であってよい。糖類、例えば家庭用砂糖
のような単糖類も適する。これらの結合剤は全て、特に適切な加工性によって特徴付けら
れる。炭化できない結合剤であってよい。例えば、特に疎水性の特性によって特徴付けら
れるポリテトラフルオロエチレンであってよい。
【００２５】
　第２の領域は、ポリビニルアルコール、カーボンブラック、グラファイト、金属、炭素
繊維または金属繊維を含んでいてよい。特に、被覆体として形成されたこれらの混入物を
第２の領域に加えることができる。ポリビニルアルコールを使用することによって、第２
の領域の多孔率の調整が可能となる。カーボンブラック、グラファイトまたは金属の混入
によって、第２の領域の導電性を高めることができる。強度の向上は、炭素繊維または金
属繊維の混入によって達成することができる。
【００２６】
　ガス拡散層が漸増的な構造を有することは好ましい。漸増的な構造とは、勾配であると
説明できる。特に、ガス拡散層が、曲げ剛性、引張係数または他の機械的性質に関する種
々の空間方向（空間における方向）での勾配によって特徴付けられる均一な金属からなっ
ていてよい。このことを基本として、例えば、圧縮率を、第１の領域から第２の領域に向
かって連続的に減少させることができる。このような連続的な減少は、全ての機械的性質
に関して、全ての空間方向で可能である。よって、ガス拡散層を、予め設定された空間的
な条件に適合させることができる。
【００２７】
　冒頭に記載の課題は、さらに、特許請求項１９の特徴によって解決される。その特徴に
よれば、装置には、冒頭に記載したような２つのガス拡散層が含まれ、これらのガス拡散
層はその第１の領域で向き合っており、その第２の領域は互いに離れるように配向してい
る。
【００２８】
　反復を避けるため、本発明の機能に関しては、ガス拡散層自体の実施形態を参照された
い。本発明による装置は、特に、このような層の組の配置で構成した場合の曲げ弾性率が
、第２の領域を向かい合わせて配置させたものより、少なくとも２５％高いことを特徴と
している。
【００２９】
　しかし、上記ガス拡散層を使用した燃料電池に対する要求に完全に応じて、２つのガス
拡散層の第２の領域を向かい合わせに配置させた装置を提供することもできる。
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【００３０】
　さらに、冒頭に記載の課題は、請求項２０の特徴を有する前記ガス拡散層の製造方法に
よって解決される。この特徴によれば、多孔質構造を有する第１の領域に、安定化ゾーン
として構成される第２の領域を配設する。
【００３１】
　反復を避けるため、本発明の機能に関しては、ガス拡散層自体の実施形態を参照された
い。
【００３２】
　有利には、上記領域を一緒に炭化または黒鉛化することができる。この形態によって、
ガス拡散層全体の特に均一な構造が可能となる。特に、この方法ステップによって、両領
域に同じ製造履歴を持たせることが可能となり、これにより、両領域の材料特性が均一と
なる。
【００３３】
　これらの両領域は、押圧０．１～４０ＭＰａおよび温度２０～４００℃で押し合わせる
ことができる。この方法段階を、適当な結合剤を使用して行うこともできる。結合剤の使
用によって、２つの領域の固い結合が保証される。この方法ステップは、さらに、特定の
圧力条件および温度条件下での積層ステップを含んでいてよい。このような積層のステッ
プによって、ガス拡散層の選択的な圧力の負荷が可能となる。さらに、ガス拡散層に構造
を刻印することもできる。
【００３４】
　第１の領域に固化を施してもよい。この場合、第１の領域に機械的な固化を施すことが
できる。このことを基本として、繊維ウェブとして形成された第１の領域を高圧流体流に
よって固化することができる。高圧流体流を用いた処理により繊維が混ぜ合わされもしく
は掻き回され（verwirbelt）かつ絡み合わされる。この処理後、繊維の一部は、ｚ方向、
つまり不織布の厚み方向の配向を有する。場合によっては、固化された不織布は、機械的
な圧縮によって該不織布の初期厚みの３０～９０％に圧縮されている。
【００３５】
　第１の領域には、段階的な熱処理をまず１５００℃までの温度で、次に２５００℃まで
の温度で施すことができる。この方法ステップによって、第１の領域の炭化または黒鉛化
を複数のステップで行うことができる。
【００３６】
　全ての方法ステップは複数回繰り返すことができ、その限りでは、技術的意義があれば
任意の順序で実施することができる。
【００３７】
　本発明の教示を有利に構成して発展させるための種々の手段がある。これについて、一
方では、添付の特許請求の範囲に記載の請求項を、他方では、図面に基づいた本発明の有
利な実施例についての以下の説明を参照されたい。本発明の有利な実施例の説明に関連し
て、上記教示の有利な形態および発展形も総括的に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　唯一の図面に、燃料電池における装置を示す。ガス分配部１の間にガス拡散層２が配置
されている。このガス拡散層２は、相互に作用結合した２つの機能的な領域２ａおよび２
ｂを含む。第１の領域２ａは、多孔質構造として形成されている。第２の領域２ｂは、安
定化ゾーンとして形成されている。ガス拡散層２には電極３が接続されており、この電極
３は膜４と接続されている。この装置の構造は膜４に対して対称となっている。
【００３９】
　このようなガス拡散層の可能な形態について、２つの実施例を以下に記載する。
【００４０】
　実施例１
　２層のガス拡散層を以下のように製造した。
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【００４１】
　まず、巻縮させ酸化させたポリアクリロニトリル繊維をカーディングし、積層させてウ
ェブにすることによって、第１の層を製造した。次に、この層を１５０バールの圧力で高
圧流体水流（Hochdruckfluidwasserstrahlen）によって掻き回し、固化させた。続いて、
この層を１２０℃で乾燥させた。さらに、この第１の層を温度３２０℃でカレンダーを用
いて０．２ｍｍの厚みにプレスした。続いて、この第１の層の炭化を温度１４００℃で窒
素雰囲気下で行なった。このようにして製造した第１の層は、坪量６５ｇ／ｍ２を有して
いた。
【００４２】
　第２の層には、市販の炭素繊維紙を用いた。この炭素繊維紙は、商品名ＴＧＰＨ　３０
で日本の東レ株式会社により製造されているものである。これら２つの層を、燃料電池に
組み込む際に重ね合せ、圧縮した。この場合、第１の層は燃料電池の膜の方を向いている
。
【００４３】
　実施例２
　実施例２では、その第１の層を実施例１の第１の層と同様にして製造したガス拡散層を
開示する。第１の層は、実施例１の第１の層とは坪量が異なっているだけである。実施例
２による第１の層の坪量は、１００ｇ／ｍ２である。被覆体が第２の層の役割を果たして
いる。この被覆体は、坪量２５ｇ／ｍ２を有し、カーボンブラック８０％およびフェノー
ル樹脂（ドイツBakelite社、型番９２８２　ＦＰ）２０％からなる。この被覆体は点状で
あり、その点は０．５ｍｍより小さい直径を有する。この被覆体によって、第１の層の片
側の２７％の面被覆が得られた。被覆体は、スクリーン印刷によって第１の層に塗布した
。スクリーン印刷には、固形分、つまりカーボンブラックおよびフェノール樹脂２０％お
よび水８０％からなるペーストを使用した。スクリーン印刷によるペーストの塗布後、温
度１２０℃で乾燥を行ない、それにより水分を蒸発させた。温度２００℃での熱処理過程
によってフェノール樹脂を完全に反応させた。この製造ステップに続いて、化合物の炭化
を窒素雰囲気下で１４００℃で行なった。
【００４４】
　本発明による教示のさらなる有利な形態および発展形については、一方では本明細書の
総説部分を、他方では添付の特許請求の範囲を参照されたい。最後に、上述の単に任意に
選択された実施例が本発明による教示を説明するためだけに用いられていること、本発明
による教示がこの実施例に限定されないことを特に強調しておく。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】多孔質構造および安定化ゾーンを有するガス拡散層を含む、燃料電池内の装置を
示す。
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